
【重要】アルバイト従事に伴う許可申請について 

 

【本文】学生の皆さんへ 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い，学生のアルバイトに関しては，昨年度から

原則３密を避けることを前提として，所属学部の許可を得た上で従事を認めることと

しています。 

今年度も引き続き同様の許可制を継続しますが，近接して長時間他者と接触のある

アルバイトは厳に自粛するよう強く要請します。 

また，以下の方法によりアルバイト従事前に必ず申請を行うようお願いします。 

     アルバイト申請時における注意点は以下のとおりです。 

 

１． 従事時間中はマスクを着用するなど感染防止対策が徹底されていることをアルバ

イトの条件とします。 

 

２． アルバイト従事時間中に，マスクを着用しないで他者と１メートル以内で接触す

るものや長時間接触するものは，許可にならない可能性があります。 

 

３． 従事するアルバイトについては，現在従事しているものすべてが対象となります 

ので，申請もれのないようお願いします。 

 

４．このアルバイト許可制については，取扱い変更の連絡があるまでは継続して有効 

となりますので，自己判断で申請を行わないというようなことがないようにお願 

いします。 

 

    ５．すでに許可を得ているアルバイトについても，感染拡大状況の悪化によっては，

許可を取り消すことがあります。 

 

    ６．このアルバイト許可制のルールを守っていないことが判明した場合，処分の対象

となることがありますので，みなさんのご協力をお願いします。 

 

なお，実習等を予定している場合などについては，所属学部等からの指示を優先し 

ますので，不明な点などがある場合は下記の所属連絡先までお問い合わせください。 

 

  ※別途通知していますように，アルバイト従事に関係なく，健康観察を継続して行っ 

てください。 

 

・申請方法は以下の必要事項を本文に明記のうえ，メール件名を【アルバイト申請 

学籍番号】とし，電子メールでご連絡ください。（電話での申請はご遠慮くださ

い。） 

 

【必要事項】 

•所属 

•学年 

•学籍番号 

•氏名 



•アルバイト先 

•主な業務内容 

•アルバイト先の感染防止対策状況 

•マスクを着用しないで他者と１メートル以内で接触する業務の有無 

•マスクを着用しないで他者と長時間接触する業務の有無 

 

なお，メールを受けてからの対応時間は平日8:30～17:00です。所属部局長への確認

に時間を要しますので、余裕を持って連絡してください。 

また，許可の連絡は原則メールへの返信とさせていただきます。 

 

・所属別連絡先 

（対応時間は平日8:30～17:00） 

 

○国際資源学部・国際資源学研究科 

     【総合学務課 国際資源担当】 

TEL：018-889-2236 / E-mail：sg-shigen@jimu.akita-u.ac.jp 

 

○教育文化学部・教育学研究科 

【総合学務課 教育文化担当】 

TEL：018-889-2512 / E-mail：kyogaku@jimu.akita-u.ac.jp 

 

○医学部・医学系研究科 

【医学部学務課】 

（医学科） TEL：018-884-6030 / E-mail：igaku@jimu.akita-u.ac.jp 

（医学専攻）TEL：018-884-6032 / E-mail：gakumu-in@jimu.akita-u.ac.jp 

（保健学科，保健学専攻）TEL：018-884-6505 / E-mail：hogaku@jimu.akita-u.ac.jp 

 

○理工学部・理工学研究科 

【総合学務課 理工担当】 

（学部） TEL：018-889-2312 / E-mail：kogaku@jimu.akita-u.ac.jp 

（大学院）TEL：018-889-2316 / E-mail：koudai@jimu.akita-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

令和３年４月７日 

学生支援総合センター 

学生支援・就職課 

TEL：018-889-2264 

E-mail：g-kikaku@jimu.akita-u.ac.jp 


